永住権申請書類作成、提出、投資金額内訳、取得までの流れ
（お家族でご申請の場合は、２１歳未満のお子様もご一緒に申請致します）

1 ご準備して頂く申請前の書類リスト、まとめて弊社担当者宛にご提出下さい

○　申請申込書（指定書式有、現住所詳細連絡先、最終学歴、職歴等を記載）
○　パスポート写真頁から出入国印ページ全てのコピー（お家族全員分）

○　戸籍謄本
○　雇用証明書（事業主の方は、法人登記議事録書）、又は定年退職証明書

○　過去５年間の源泉徴収票か所得納税証明書（事業主の方は、確定申告書類）

○　過去５年間で最も高収益を得た経緯、業務が書面確認出来る記録（不動産売買等）
○　過去５年間のご夫婦両方の銀行明細書（普通＆当座銀行通帳、定期預金通帳）

○　銀行発行の残高証明書（投資金額以上の現金による預貯金証明）

○　税理士発行財産証明書（不動産登記簿、法人出資、預貯金、有価証券、保険等）

●　個人名義からの送金額：＄１０，０００（投資席確保兼斡旋業務申込費用）
2 投資先企業の投資契約書・規約覚書・エスクロー口座開設書類の確認と署名提出
3 移民専門弁護士による書類審査と、申請書類作成依頼契約書への署名

弁護士は法的にお客様の代理人として専門分析、翻訳、追加書類を添えて申請処理を
進めて参ります為、お客様と弁護士間は直接契約となります

●　弁護士費用金額：およそ＄１５，０００前後（直接弁護士へ支払い下さい）
（申請人数、作成書類、追加質問、財源状況等、多少の金額が増す事を了承願います）
4 弁護士により申請願書類（I-526を含む重要申請書類）を作成
仮審査、作成手続き期間：１ヶ月

●　個人名義からの送金額：＄４０，０００（投資登録処理費用）①後、１０日以内
●　個人名義からの送金額：＄５００，０００（元本・投資金額）①後、２０日以内

5 弁護士により申請願書類を国土安全保障省移民局へ郵送、承認書I-797をお待ち頂きます

本審査、承認手続き期間：４ヶ月

6 承認された後、面接審査、ビザ（日本在住）／永住権（米国在住）手続き期間：３ヶ月
A. 移民局指定病院にて健康診断、血液検査、予防接種を受け指定医師からI-693を作成
B. 承認書I-797、運転免許証とパスポートを都道府県警へ提出し、犯罪経歴証明書を取得
米国在住の方（米国有効ビザを既に保持）：永住権切替書I-485と上記A&B書類提出後、

最寄の移民局にて面接指紋処理を行い「２年間条件付永住権」が登録住所に届きます
日本在住の方：米国大使館での面接日を設定、面接後即当日に、移民ビザが発行

7 日本在住の方：半年間有効移民ビザ期間中に、ご希望とされる米国都市に渡米して頂き、到着空港移民局入国審査官に米国住所郵送登録書を提出し、「２年間条件付永住権」がご指定の米国登録住所に郵送されてお手元に届きます　送付手続き期間：１ヶ月
8 米国移住（２年間条件付永住権取得）２年後、同事業雇用稼動状況報告書とI-829を提出して２年間の条件付きを解除させ、「永久的な永住権」を受理して頂きます

運天・田中＆アソシエイツ　統括担当：田中直樹　（８０８）３８７－８７４５　
